
福岡県公安委員会（警察署）への
⽤途証明書の添付は今後不要となります

下記の場合には、⽤途地域に関する証明書は不要です。
①深夜酒類提供飲⾷店営業届出を⾏う場合
②⾵俗営業許可申請を⾏う場合
③特定遊興飲⾷店営業許可申請を⾏う場合

⽤途地域を証明する書類

福岡市住宅都市局 都市計画部 都市計画課 土地利用係
〒810-8620 福岡市中央区天神１丁目８番１号
TEL 092-711-4388 FAX 092-733-5590
E-mail： toshikeikaku.HUPB@city.fukuoka.lg.jp

どちらか⼀⽅を添付することで⽤途証明書は不要です

Webまっぷの写し

令和５年４⽉２５⽇

※インターネットから印刷可能 ※都市計画課、建築指導課
窓⼝で印刷可能（200円/枚）


